
戦没者などの妻に特別給付金を支給

市税の夜間・休日納税窓口
夜間…４月１日㈫・30日㈬、５月
１日㈭午後５時15分～ 8時
休日…４月６日㈰午前８時30分～ 
午後５時15分、４月12日㈯・
26日㈯午前８時30分～午後０
時30分

市税の内訳　市・県民税、固定資産
税、都市計画税、軽自動車税、法
人市民税、国民健康保険税など

◎災害、けが、病気、失業などで
収入が著しく減り、納期限までに
納められないときは、お早めにご
相談ください。電話による納税相
談も受け付けます。

 

▼  納付書に記載された納付場所で、
納期限までに納めてください。

問市役所２階収税課
☎２９９８‒９０７３

平
成
26
年
度
麻
し
ん
風
し
ん
混
合（
Ｍ
Ｒ
）

第
２
期
予
防
接
種

対
象
者
の
方
へ
は
４
月
中
に
予
診
票
を

郵
送
し
ま
す
。
市
内
予
防

接
種
協
力
医
療
機
関
で
接

種
し
て
く
だ
さ
い
。

対
平
成
20
年
４
月
２
日
〜

21
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
（
幼
稚
園 

・
保
育
園
の
年
長
児
に
相
当
す
る
年
齢
）

接
種
期
限　

平
成
27
年
３
月
31
日
㈫

問
保
健
セ
ン
タ
ー
健
康
管
理
課

　

☎
２
９
９
１

-

１
８
１
１

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度
・

児
童
扶
養
手
当

◆
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

対
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま
で

の
児
童
と
、
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
父
・
母
・
養
育
者

①
父
母
が
離
婚
し
た
児
童
②
父
ま
た
は

母
が
死
亡
し
た
児
童
③
父
ま
た
は
母
に
一

定
の
障
害
が
あ
る
児
童
④
そ
の
他
の
理
由

で
父
ま
た
は
母
が
い
な
い
児
童
な
ど

対
象
と
な
る
医
療
費　

保
険
診
療
分
の
自

己
負
担
金
（
高
額
療
養
費
や
付
加
給
付

金
を
除
く
）

◆
児
童
扶
養
手
当

対
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま
で

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
・
母
・
養

育
者

①
父
母
が
離
婚
し
た
児
童
②
父
ま
た
は

母
が
死
亡
し
た
児
童
③
父
ま
た
は
母
に
一

定
の
障
害
が
あ
る
児
童
④
そ
の
他
の
理
由

で
父
ま
た
は
母
が
い
な
い
児
童
な
ど

◎
申
請
者
ま
た
は
児
童
が
公
的
年
金
を
受

給
で
き
る
場
合
は
支
給
対
象
外
で
す
。

手
当
月
額　

▼
児
童
が
１
人
の
場
合
…
４ 

１
、
０
２
０
円
（
全
部
支
給
）
ま
た
は

４
１
、
０
１
０
円
〜
９
、
６
８
０
円

（
一
部
支
給
）
▼
児
童
が
２
人
の
場
合

…
５
、
０
０
０
円
を
加
算
▼
児
童
が
３

人
以
上
の
場
合
…
１
人
に
つ
き
３
、
０ 

０
０
円
を
加
算

◎
４
月
分
か
ら
手
当
月
額
が
変
更
に
な
り

ま
す
。

共
通
留
意
事
項　

▼
児
童
が
18
歳
に
な
っ

た
年
の
年
度
末
ま
で
が
対
象
▼
申
請
者

や
そ
の
配
偶
者
お
よ
び
同
居
な
ど
生
計

を
同
じ
く
し
て
い
る
直
系
親
族
、
兄
弟

姉
妹
の
所
得
制
限
あ
り
▼
児
童
が
児
童

福
祉
施
設
（
母
子
生
活
支
援
施
設
・
通

園
施
設
な
ど
を
除
く
）
な
ど
に
入
所
し

て
い
る
場
合
は
対
象
外

問
こ
ど
も
支
援
課
☎
２
９
９
８-
９
１
２
４

特
別
児
童
扶
養
手
当

対
次
の
い
ず
れ
か
の
障
害
な
ど
が
あ
る
20

歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
・

母
・
養
育
者

①
お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３

級
、
４
級
の
一
部
ま
た
は
、
重
度
の
内

部
的
疾
患

②
療
育
手
帳
○Ａ
、
Ａ
、
Ｂ

③
精
神
疾
患
、
血
液
疾
患
な
ど
で
①
ま
た

は
②
と
同
程
度
の
障
害

手
当
月
額　

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級

…
４
９
、
９
０
０
円
▼
特
別
児
童
扶
養

手
当
２
級
…
３
３
、
２
３
０
円

留
意
事
項　

▼
申
請
者
や
そ
の
配
偶
者
お

よ
び
同
居
な
ど
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

る
直
系
親
族
、
兄
弟
姉
妹
の
所
得
制
限

あ
り
▼
児
童
が
公
的
年
金
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
お
よ
び
施
設
に
入
所

し
て
い
る
場
合
は
対
象
外

問
こ
ど
も
福
祉
課
☎
２
９
９
８-

９
２
２
３

重
度
心
身
障
害
福
祉
手
当
・
障
害
児
福 

祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当

◆
重
度
心
身
障
害
福
祉
手
当

支給対象者 手当月額

Ａ

▼身体障害者手帳１
級程度 ▼療育手帳○Ａ

▼障害程度が障害児
福祉手当の支給要件
に該当（精神障害者
も含む）

11,500円（65
歳以上の新規申 
請者は6,500円）

Ｂ

▼身体障害者手帳２
級程度 ▼療育手帳Ａ 
・Ｂ

9,000円（65
歳以上の新規申 
請者は4,000円）

Ｃ 精神障害者保健福祉手帳１級・２級
5,000円（65
歳以上の新規申
請者は対象外）

留
意
事
項　

▼
施
設
入
所
者
、
住
民
税
が

課
税
さ
れ
て
い
る
方
、
特
別
障
害
者
手

当
・
障
害
児
福
祉
手
当
・
経
過
的
福
祉 

手
当
の
受
給
者
は
対
象
外
▼
重
度
の
肢 

体
不
自
由
お
よ
び
知
的
障
害
が
あ
り
、

人
工
呼
吸
管
理
な
ど
の
医
療
的
ケ
ア
が 

必
要
な
超
重
症
心
身
障
害
児
の
方
は
、

手
当
月
額
５
、
０
０
０
円
を
障
害
児
福

祉
手
当
と
併
せ
て
受
給
可

◆
障
害
児
福
祉
手
当

対
次
の
い
ず
れ
か
の
障
害
の
あ
る
20
歳
未

満
の
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
の
一
部
お
よ

び
２
級
の
一
部
②
療
育
手
帳
○Ａ
の
一
部
③

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
で
常
時

介
護
が
必
要
④
重
度
の
内
部
障
害
お
よ
び

血
液
疾
患
な
ど
で
日
常
生
活
が
極
度
に
制

限
さ
れ
る
状
態

◎
施
設
入
所
者
、
障
害
が
支
給
理
由
の
年

金
受
給
者
、
対
象
者
・
配
偶
者
・
扶
養
義

務
者
に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は

対
象
外
で
す
。

手
当
月
額　

１
４
、
１
４
０
円
（
変
更
と

な
る
場
合
あ
り
）

◆
特
別
障
害
者
手
当

対
次
の
い
ず
れ
か
の
障
害
が
あ
り
、
常
時

特
別
な
介
護
が
必
要
な
20
歳
以
上
の
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
２
級
以
上
の
障
害

を
重
複
②
肢
体
不
自
由
に
係
る
障
害
の
一

つ
に
つ
き
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
③
療
育

手
帳
○Ａ
④
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
⑤
重
度
の
内
部
障
害
お
よ
び
血
液
疾
患

な
ど
で
、
日
常
生
活
上
絶
対
安
静

◎
施
設
入
所
者
、
３
カ
月
以
上
の
継
続
入

院
者
、
対
象
者
・
配
偶
者
・
扶
養
義
務
者

に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
対
象

外
で
す
。

手
当
月
額　

２
６
、
０
０
０
円
（
変
更
と

な
る
場
合
あ
り
）

申
問
市
役
所
１
階
障
害
福
祉
課

　

☎
２
９
９
８

-

９
１
１
６
へ
直
接

重
度
心
身
障
害
児
・
者
の
方
へ

医
療
費
（
保
険
診
療
に
掛
か
る

一
部
負
担
金
）
を
助
成

対
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３
級
②
療

育
手
帳
○Ａ
、
Ａ
、
Ｂ
③
一
定
の
障
害
が
あ

り
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の

認
定
を
受
け
た
65
歳
以
上
74
歳
未
満
、
ま

た
は
市
長
の
認
定
を
受
け
た
75
歳
以
上

一
定
の
障
害
と
は　

▼
身
体
障
害
者
手
帳

４
級
の
一
部
（
音
声
ま
た
は
言
語
機
能

障
害
、
下
肢
機
能
の
著
し
い
障
害
）
▼

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
、
２

級
▼
障
害
基
礎
年
金
１
級
、
２
級
に
該

当
問
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
１
６

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の 

自
己
負
担
額
の
合
計
額
が
一
定
額
を
超
え

た
場
合
、
そ
の
超
過
分
を
支
給
し
ま
す
。

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
の
支

給
対
象
者
に
は
申
請
書
を
郵
送
し
ま
し
た
。

問
▼
福
祉
総
務
課
☎
２
９
９
８

-

９
１
１ 

３
▼
介
護
保
険
課
☎
２
９
９
８

-

９
４ 

２
０

歯
科
診
療
所
あ
お
ぞ
ら

一
般
の
歯
科
診
療
所

で
は
診
療
が
困
難
な
方

や
休
日
緊
急
に
診
療
が

必
要
に
な
っ
た
方
な
ど

を
対
象
に
、
診
療
を
行

っ
て
い
ま
す
。

①
在
宅
要
介
護
高
齢
者
歯
科
診
療

診
療
日
時　

日
曜
日
午
前
９
時
〜
午
後
０

時
30
分

対
市
内
在
住
で
原
則
65
歳
以
上
で
在
宅
の

寝
た
き
り
状
態
の
方
（
要
申
込
）　

②
障
害
児
者
歯
科
診
療

診
療
日
時　

木
曜
日
午
前
９
時
〜
午
後
０

時
30
分

対
市
内
在
住
で
一
般
の
歯
科
診
療
所
で
は

診
療
が
困
難
な
心
身
障
害
児
者
（
要
申

込
）

③
休
日
緊
急
歯
科
診
療

診
療
日
時　

日
曜
日
、
祝
休
日
午
前
９
時

〜
11
時
30
分

留
意
事
項　

▼
い
ず
れ
も
診
療
日
は
、
変

更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
▼
①
②

の
診
療
を
希
望
す
る
方
は
、
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
歯
科
診
療
所
あ
お
ぞ
ら
（
保
健
セ
ン
タ

ー
内
／
上
安
松
１
２
２
４

-

１
）

☎
２
９
９
５

-

１
１
７
１

小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療
給
付
の

継
続
申
請

対
象
者
に
は
、
申
請
に
必
要
な
書
類
を

郵
送
し
ま
す
。

対
現
在
受
給
者
証
を
お
持
ち
で
引
き
続
き

治
療
が
必
要
な
20
歳
未
満
の
方

申
請
期
間　

５
月
９
日
㈮
〜
６
月
13
日
㈮

問
狭
山
保
健
所
☎
２
９
５
４

-

６
２
１
２

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
結
果
を
公
表

◆
第
二
次
所
沢
市
市
民
医
療
セ
ン
タ
ー
改

革
プ
ラ
ン
（
素
案
）

公
表
方
法　

4
月
1
日
㈫
か
ら
市
民
医
療

セ
ン
タ
ー
２
階
総
務
課
、
市
役
所
１
階

市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
、
ま
ち
づ
く
り
セ

ン
タ
ー
で
閲
覧
・
配
布
の
ほ
か
、
市
HP

（
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
」
を
ク
リ

ッ
ク
）
に
掲
載

問
市
民
医
療
セ
ン
タ
ー
総
務
課

　

☎
２
９
９
２

-

１
１
５
１

納税は便利な口座振替を
ご利用ください。

支給対象者 申請
期限

戦没者妻
特別給付
金の継続
支給

第二十二回い号の国債の受給
権のあった方（戦没者などの
妻が、平成25年４月１日に
公務扶助料、遺族年金などを
受けている場合に支給）

平成
28年
６月
13日
㈪

第十七回り号、第十回そ号、
第四回ね号、特別給付金よ
号の国債の受給権のあった
方（戦没者などの妻が、平
成25年10月１日に公務扶助
料、遺族年金などを受けてい
る場合に支給）

平成
28年
９月
30日
㈮

戦没者妻
特別給付
金への移
行支給

第十八回特別給付金国債、第
二十回特別給付金国債の受給
権のあった方（戦傷病者であ
る夫が、平成15年４月１日
から18年９月30日までの間
に、公務傷病や勤務関連傷病
で亡くなった場合に支給）

戦没者妻
特別給付
金の新規
支給

平成15年４月１日から25年
３月31日までの間に、夫が
公務傷病や勤務関連傷病で亡
くなったことにより、妻が
公務扶助料・特例扶助料・遺
族年金・遺族給与金などの受
給権を取得した方、ただし戦
傷病者の妻として「第二十三
回特別給付金」または「第
二十五回特別給付金」を受給
している場合（失権、未請求
の場合を含む）を除く

申問市役所１階福祉総務課
　☎２９９８‐９１１３へ直接

情 報 館

凡例…日日時 場場所 対対象 定定員 内内容 持持ち物 費費用 講講師 申申し込み 問問い合わせ HPホームページ 市HP市ホームページ「広報紙ピックアップ」 Eメール

【情報館】・特にことわりのないものは４月１日㈫から申し込みを受け付けます。・費用などの記載がないものは無料です。
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